
 

 
 

 

 

山形県では、平成２２年度１年間に 犬 １２９頭、ねこ ２,３９９匹が処分されました。 

犬・ねこを飼う方は、最期まで責任を持って飼いましょう。 

保健所では、収容された犬・ねこを県民の皆さんに譲渡しています。 

動物と人が共に幸せに生きる社会をみんなでつくっていきましょう。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ※譲渡前講習会 開催予定日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開催日 （平成２３年度） 時 間 会 場 問い合わせ 

平成２３年  ９月２２日（木） 

１０月２８日(金) 

１１月２５日(金) 

１２月２２日（木） 

平成２４年  １月２７日（金） 

         ２月２４日（金） 

         ３月２３日（金） 

１５：００ 

～１６：００ 

 

庄内総合支庁 

３階会議室 

（三川町横山字袖東１９－１） 

庄内保健所  

（生活衛生課） 

（０２３５）６６－４７４８ 

① 譲渡前の講習会※を受けます。 

保健所で開催する犬・ねこの飼い方な

どに関する講習を必ず受けてください。 

  

保健所の犬・ねこをあなたの家族として迎えるまで 

② 譲受申込書を保健所に提出 

譲受希望者の名簿に登録されま

す。希望する犬・ねこが見つかった場合

に保健所から連絡します。 

③ マッチング（お見合い） 

  犬・ねことご対面。 

  譲り受けるかどうか決めます。 

  

④ 誓約書を提出します。 

 誓約書に書いてある内容を守ること

を約束していただきます。  

⑤ 今日から家族の一員です。 

大切にかわいがってください 


